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総務部 職員課 

議案第 69 号 

盛岡市における常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

１ 改正の趣旨 

常勤の特別職の職員のうち市長，副市長，監査委員，教育長及び上下水道事業管理者に令和２

年６月に支給する期末手当を減額しようとするものである。 

 

２ 改正の内容 

区分 現行 

（A） 

改正案 

（B） 

削減額 

（A）-（B） 

削減率 

市長 2,287,380円 1,829,904円 457,476円 20％ 

副市長 1,772,820円 1,506,897円 265,923円 15％ 

副市長 1,772,820円 1,506,897円 265,923円 15％ 

監査委員 1,143,690円 1,029,321円 114,369円 10％ 

教育長 1,449,210円 1,304,289円 144,921円 10％ 

上下水道事業管理者 1,449,210円 1,304,289円 144,921円 10％ 

合計 9,875,130円 8,481,597円 1,393,533円  

 

３ 施行期日 

 公布の日 
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 市民部 健康保険課  

 

議案第 70 号 

専決処分につき承認を求めることについて（盛岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例） 

 

１ 改正の趣旨 

  国の「新型コロナウイルス感染症に関する感染症に関する緊急対応策」を受け，岩手県後期高

齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正が行われ，令和２年４月27日に公布及び施

行されたことにより，給与等の支払いを受けている後期高齢者医療保険被保険者が，新型コロナ

ウイルス感染症に感染し，又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われ，労務に服するこ

とができないときに，傷病手当金が支給されることとなった。 

これを受け，市が行う後期高齢者医療の事務に傷病手当金の支給に係る事務を加えようとする

ものである。 

 

２ 改正の内容 

  市が行う後期高齢者医療の事務に傷病手当金の支給に係る申請書の受付を加える。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ その他 

(1) 市では申請の受付のみを行い，支給事務については，岩手県後期高齢者医療広域連合が行う

ものである。 

(2) 支給については，令和２年１月１日に遡及して行うものである。 

(3) 国民健康保険における新型コロナウイルスに係る傷病手当金の支給に係る規定については，

令和２年４月28日開催の盛岡市議会臨時会において盛岡市国民健康保険条例の一部を改正する

条例について可決され，施行済である。 
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